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はじめに 

 

川崎町の総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の割合は年々増加し、令和 5

年１２月末には３９%を超え、今回の計画期間中には団塊の世代全てが 75歳と

なる２０２５年を迎えることになります。また、高齢者人口がピークを迎える２

０４０年を見通すと、８５歳以上人口の急増により要介護高齢者が増加する一

方、生産年齢人口の激減が見込まれています。 

このような状況の中、本町の第６次川崎町総合計画の基本目標である

「Reborn!川崎町 人を育み、町を創る。１０年先も住み続けたい町へ」を実現す

るためには、今まで以上に人と人とのつながりを深め、一人ひとりが生きがいや

役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の構築が

必要となってきます。 

前計画期間中は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、高齢者の地域

活動や健幸づくりの場が休止や中断を余儀なくされ、高齢者の生活に大きな影

響を与えました。 

本計画におきましては、これまで以上に人と人のつながりの構築を図るとと

もに、地域のニーズを踏まえ、既存の施設やサービス基盤を有効活用しながら、

高齢者の皆様が健康で生きがいを持ちながら、安心して暮らせるまちとなるよ

う、高齢者福祉の向上に向けて施策を展開してまいりますので、町民の皆様のよ

り一層の御理解とご協力をお願いいたします。 

 

令和６年３月 

                   川崎町長  原口 正弘 
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第 1部 総 論 

第 1章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の主旨 

川崎町における総人口の推移は、年々減少傾向であり、総人口の減少に対し、「団塊の世代」

が６５歳に達する平成２４年度頃から高齢者人口は急増し、令和５年度には高齢化率が３９％

を超えています。総世帯数も減少している中、高齢者単独世帯の割合が増加傾向にあります。 

   そのため、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に確保される体制として、「地域包括ケアシステム」の構築に努めることが重要です。 

また、今後、高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステム

は、地域共生社会（高齢者介護、障害福祉、児童福祉及び生活困窮者支援等の制度及び分野の

枠、「支える側」及び「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人及び人と社会がつな

がり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的

な社会をいう。）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであるとともに、本町でもすべて

の人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う地域共生社会を目指していきます。 

   これまで実施してきた高齢者施策の成果等を踏まえつつも、これからの高齢者福祉に求めら

れる「人と人とのふれあい」や「心と心の通い合い」を直接感じられることを目的として、本

計画を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省より 
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２ 計画の位置づけ 

○本計画は、老人福祉法（第２０条の８）の規定による「市町村老人福祉計画」に該当する計

画です。川崎町地域福祉計画の下位計画に位置づけられます。 

○本計画は、「第６次川崎町総合計画」（計画期間：令和２～１１年度）をはじめとした本町の

関連計画等と整合性を図り策定しています。また、福岡県介護保険広域連合の「介護保険事

業計画」や福岡県の「福岡県高齢者保健福祉計画」、「医療計画（地域医療構想）」等の国・県

の関連計画等との整合性にも配慮して策定しています。 

 

  

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、介護保険法の規定に基づき、２０２４（令和６年）年度から２０２６（令

和８）年度までの３ヵ年とします。 

 

H３０~R２年度  R３~R５年度  R６~８年度   R９~１１年度 
（２０１８～２０２０年）  （２０２１~２０２３年） （２０２４～２０２６年） （２０２７~２０２９年） 

 

 

 

                 「団塊の世代」が 

                  ７５歳に 

 

 

第８次
計画

第９次
計画

第10次
計画

第11次
計画
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４ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他

社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設整備状況等を総合的に勘案し、お

おむね３０分以内に必要なサービスの提供が可能な圏域を定めるものです。 

本町では、高齢者ができる限り住み慣れた地域で人生の最期まで尊厳を持って自分らしい生

活を送ことができる地域包括ケアシステム構築の推進にあたり、日常生活圏域を中学校区単位

として設定します。  

 

５ 計画の策定体制 

高齢者福祉課を中心に、その他関係部署と連携をとりながら、各種施策等との検討・調整を

図り、関係者から意見の聴取等を行い策定にあたりました。 
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第２章 高齢者の現状 

１ 人口や高齢化等の状況 

（１）人口・高齢化率の推移 

令和２年度～令和５年度の人口推移をみると、総人口は減少していますが、後期高齢者人口

の割合は増加傾向にあります。令和５年１１月末現在で高齢者人口は６，００５人、高齢化率

は３９．４％となっています。 

  
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

（２０２０年） （２０２１年） （２０２２年） （２０２３年） 

 総人口 １６，１３０  １５，８０７  １５，４８０  １５，２５０ 

 ０ ～ １４歳 １，８０４  １，７２０ １，６５０  １，６０４  

  (年少人口） １１．２% １０．９% １０．７% １０．５% 

 １５ ～ ６４歳 ８，２０８ ８，０２４  ７，７８８  ７，６４１  

  (生産年齢人口） ５０．９% ５０．８% ５０．３% ５０．１% 

 ４０歳～６４歳 
４，８４４ ４，７６１  ４，６６６  ４，６０５  

３０% ３０．1% ３０．１% ３０．２% 

 ６５歳以上 ６，１１８  ６，０６３  ６，０４２  ６，００５  

  (高齢者人口） ３７．９% ３８．４% ３９% ３９．４% 

   ６５歳～７４歳 ３，１１９  ３，０３７  ２，９３０  ２，８３４  

    (前期高齢者人口） １９．３% １９．２% １８．９% １８．６% 

   ７５歳以上 ２，９９９  ３，０２６  ３，１１２ ３，１７１ 

    (後期高齢者人口） １８．６% １９．１% ２０．１% ２０．８% 
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資料：住民課 令和２～４年度は各年度末 令和５年度は１１月末現在 

（２）高齢化の状況 

  高齢化の状況を全国・九州各県のデータと比較すると、本町の高齢化率は高い水準にあります。 

≪九州の高齢化率≫ 

 
 資料：全国及び各県のデータは総務省統計人口（令和４年１０月１日現在） 

川崎町は令和４年９月末現在 住民課より 

 

 後期高齢者医療保険の対象人数は増加傾向ですが、一人あたりの医療費は減少傾向です。 

 

  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 対象人数 （人） ２，４８８  ２，４７４  ２，５０６  ２，５７０  

 一人あたり医療費 （千円） １，２２３  １，１０４  １，１７４ １，０４５  

 

 
資料：福岡県後期高齢者医療広域連合 各年度末 
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（３）世帯の状況 

  少子高齢化の進行とともに、総世帯数が減少傾向にある中で、高齢者単独世帯の割合は増加傾

向にあります。 

 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

  （２０２０年） （２０２１年） （２０２２年） （２０２３年） 

総世帯数：Ａ ８，６６０ ８，６６５  ８，５７４  ８，４９４ 

高齢者がいる世帯：Ｂ ４，６９５  ４，７１８  ４，６８８  ４，６５４ 

比率 Ｂ/Ａ（％） ５４．２％  ５４．４％ ５４．７％ ５４．８％ 

高齢者単独世帯：Ｃ ２，６６０  ２，７０１ ２，６８６  ２，７２４  

比率 Ｃ/Ａ（％） ３０．７％ ３１．２％ ３１．３％ ３２．１％ 

高齢者夫婦世帯：Ｄ １，０８１  １，０９０  １，０８６  １，０７１  

比率 Ｄ/Ａ（％） １２．５％ １２．６％ １２．７％ １２．６％ 

 

  

 

 資料：高齢者福祉課 各年度当初 
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２ 要介護認定者等の状況 

  川崎町は、福岡県介護保険広域連合に加入し、広域連合を保険者として介護保険事業の運営を

行っています。 介護保険の給付対象者となる要介護者等の集計及び推計は、福岡県介護保険広域

連合の算定に基づき行います。 

  要介護認定者等は、令和元年度～令和５年度の期間で１，５００人台を推移しており、令和５

年１１月末現在で１，５１１人、認定率は２５．２％となっています。 

                                     単位：人 

  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要支援１ ３５６ ３４５ ３３１ ３２２ ３０５ 

要支援２ ２１３ ２１５ ２１７ ２１７ ２０４ 

要介護１ ２８７ ２７２ ２７９ ２９７ ３１０ 

要介護２ １９５ １９５ ２０５ １９９ １９４ 

要介護３ １７０ １８１ １９９ １９２ １８４ 

要介護４ ２０１ １９８ ２１４ ２２３ ２１４ 

要介護５ １０４ ９９ ９３ ９０ １００ 

計 １，５２６ １，５０５ １，５３８ １，５４０ １，５１１ 

６５歳以上人口 ６，０７３ ６，１１８ ６，０６３ ６，０４２ ６，００５ 

要介護〔支援〕認定者率 ２５．１％ ２４．６％ ２５．４％ ２５．５％ ２５．２％ 

 

 要支援・要介護認定者数 

 

資料：福岡県介護保険広域連合 各年度末数値・令和５年度１１月末数値 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

  川崎町に住んでいる誰もが、安心していきいきと暮らせるまちづくり。地域や社会の中で、一

人ひとりが大切にされ、共につながり、生きがいとぬくもりの中で生きていける社会にしたい。 

「川崎町総合計画」においても、一貫してこの思いが込められています。 

本計画では、川崎町総合計画の将来像でもある「ReBorn! 川崎町 人を育み、町を創る。１０年

先も住み続けたい町へ」や２０４０年の地域共生社会の実現を踏まえ、「住み慣れた地域で、共に

ささえあい、自分らしく最期まで安心して暮らせる町へ」を基本理念とします。 
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２ 計画の基本目標 

地域共生社会を見据えた地域包括ケアシステムの構築の更なる推進をめざすため、本計画では、

５つの基本目標と１４の主要施策を設定しました。 

 

基本 

理念 
基本目標 主要施策 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
共
に
さ
さ
え
あ
い
、
自
分
ら
し
く
最
期
ま
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
へ 

基本目標１ 

地域包括ケアシステムの深

化・推進 

１ 高齢者を支える地域の体制づくり 

２ 在宅医療・介護連携体制の整備 

３ 認知症施策の推進 

４ 高齢者の住まいの安定的な確保 

５ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及

び介護現場の生産性の向上の推進 

基本目標２ 

介護予防・生活支援の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

２ その他の生活支援サービスの展開 

基本目標３ 

生きがいづくりや社会参加

の促進 

１ 生きがいづくり活動の推進 

２ 社会参加の促進 

基本目標４ 

高齢者の権利擁護の推進 

１ 高齢者虐待防止対策の推進 

２ 権利擁護に係る支援の推進 

基本目標５ 

高齢者の災害・感染症対策に

係る体制整備 

１ 災害対策に係る整備 

２ 感染症対策に係る整備 

３ 業務継続計画（BCP）に係る支援 

 



 

 

第 2部 各 論 
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第 2部 各 論 

第 1章 【基本目標 1】地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括支援センターの概要 

  地域包括支援センター（以下、「センター」という。）とは、社会福祉士や保健師、主任介護支

援専門員等の専門職を配置し、介護保険制度の要支援認定者に対するケアプランの作成や、高齢

者に関する総合相談、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える包括的支援事業を実施する

機関です。地域包括ケアシステムを推進するにあたり、中核的な役割を担う機関でもあります。 

本町では、平成３１年４月から社会福祉法人川崎町社会福祉協議会に委託してセンターの運営

を行っています。 

また、平成２７年の介護保険制度改正により、センターの機能強化として包括的支援事業に「在

宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」、「生活支援体制整備事業」、「地域ケア会議

推進事業」が新たに位置づけられました。これらの新事業は、センターで直接業務を行うほかに、

センター以外の実施主体に事業を委託することができる枠組みとなっています。 

センターの活動については、パンフレットの配布や、町と川崎町社会福協議会のホームページ

を活用して周知しており、全国の介護サービス事業所の情報についてインターネット等で公表す

る「介護サービス情報公表システム」においても情報公表を行っています。 

 

 

資料：厚生労働省より 
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事業 目的 概要 

包
括
的
支
援
事
業 

地域包括支援センターの運営 

相談の受付や制度横断的支援、高齢者虐待へ

の対応、支援困難事例の対応等を通じて、住民

の健康の保持及び生活の安定等を図る 

総合相談支援、権利擁護、ケアマ

ネジメントの支援、介護予防ケアマ

ネジメントを実施する。 

地域ケア会議推進事業 
地域の多様な関係者による検討の場を通じて、

支援や支援体制の質の向上を図る 

保健医療や福祉の専門職等が参

画し、個別事例や地域課題の検討

を行う。 

在宅医療・介護連携推進事業 

地域の医療・介護の関係団体が連携して、包括

的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提

供するための必要な支援を行う。 

地域の医療・介護関係者による会

議の開催、在宅医療・介護関係者

の研修等を実施する。 

認知症総合支援事業 
認知症の早期診断・早期対応や認知症ケアの

向上等の体制整備を図る。 

認知症初期集中支援チームによる

支援と認知症地域支援推進員によ

る地域の体制整備を行う。 

生活支援体制整備事業 
多様な日常生活上の支援体制の充実・強化と

高齢者の社会参加を推進する。 

生活支援コーディネーターの設置

による地域資源の開発等。 

指定介護予防支援 

介護保険制度の基本理念である「自立支援」を

目的に、利用者が可能な限りその居宅において

自立した日常生活を継続することを目指す。 

介護保険における予防給付の対

象となる要支援者の予防給付に関

するケアマネジメント業務を行う。 

 

１ 高齢者を支える地域の体制づくり 

（１）地域ケア会議の推進 

地域ケア会議とは、介護支援専門員の資質向上、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支

える社会基盤の整備を同時に行えることから、地域包括ケアシステムの構築に有効とされていま

す。 

本町では、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、適切な支援が行えているか福祉・

介護の専門職種と協議し、高齢者の個別課題の解決を行う「個別ケース会議」、個別ケースの課題

文析等を積み重ねることにより、その地域に共通した課題を地域住民と明確化していく「地域課

題会議」、明確化された地域課題から地域づくり・資源開発を検討し、政策形成につなげる「地域

包括ケアシステム推進会議」の３つの会議体を総称して地域ケア会議として開催しています。地

域ケア会議は、本町及び地域包括支援センターで開催しており、今後も継続していきます。 

 

（２）生活支援体制整備事業による地域づくりの推進 

  今後、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年や高齢者数がピークに達する２０４０年に向

け、高齢者のみ世帯や認知症高齢者の割合が増加すると考えられています。それに伴い、高齢者

が生活を送っていく上でのニーズも急増すると予測されており、地域での支え合いが今まで以上
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に必要となります。生活支援体制整備事業とは、地域の住民や各種団体、企業の関係者など様々

な人々が連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進

を一体的に図って行くことを目標に、「生活支援コーディネーター」と「協議体」を中心に高齢者

を支える地域づくりを進めていく事業です。 

  「生活支援コーディネーター」とは、地域に出向き地域住民が困っていることや、住民の活動

等の現状を把握し、協議体内で意見を伝える、住民同士のネットワークづくりを支援する役割を

もつ者です。本町では、地域包括支援センターに２名配置しています。 

  「協議体」とは、地域課題の共有や、それを解決する仕組みづくりなどを地域住民や関係団体

が話し合う場です。本町では、「でてこんかい・かたらん会」として地域包括支援センターで定期

的に開催しており、今後も継続していきます。 

 

２ 在宅医療・介護連携体制の整備 

高齢化率の進行により、慢性疾患や認知症等の医療と介護ニーズの両方を併せ持つ高齢者の増

加が予想されています。このようなニーズを持った高齢者でも、可能な限り住み慣れた地域で安

心した生活を続けることができるよう、地域の医療・介護の関係機関と連携した体制整備を行っ

ていくことが求められています。この取り組みを推進するために、「在宅医療・介護連携推進事業」

が包括的支援事業に位置づけられています。本町では、平成３０年４月から田川市郡の８ヵ市町

村と田川医師会に事業の一部を委託して、国の「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」に基づ

き体制整備を進めています。在宅療養者の生活の場において、医療と介護の連携した対応が求め

られる場面（①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取り）を意識し、地域の

目指すべき姿と、その目的を実現するために、達成すべき目標を４つの場面ごとに設定して取り

組みを行います。 
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（１）多職種における協議会等の開催 

  田川地区の市町村及び医療･介護関係者等による在宅医療･介護連携体制の現状と課題の抽出、

対応策などの検討を行う「田川地区在宅医療介護連携協議会」等を開催しており、今後も継続し

ていきます。 

 

（２）医療・介護資源の周知 

  田川地区の医療機関と介護事業者等の所在地、連絡先、機能などをまとめた「在宅医療のしお

り」を作成し、田川医師会のホームページ上での公表や配布を行っています。 

  また、本町独自の取組みとして町内の医療機関と介護事業所等を掲載した「川崎町医療・介護

資源マップ」を作成し、配布を行っています。 

  今後も更新作業を継続し、医療・介護資源の情報を周知していきます。 

 

（３）医療･介護関係者の情報共有支援 

  田川地区の入院機能を持つ医療機関と介護支援専門員を対象に、入退院時の情報共有手順など

を定めた「入退院時連携マニュアル」を作成し、地域の医療･介護関係者の情報共有を支援してい

ます。今後もマニュアルの充実と更新作業を継続していきます。 

 

（４）医療・介護関係者向けの研修会の開催 

  田川地区の医療・介護関係者に向けて、在宅医療介護連携体制の構築に向けた理解の促進や質

の向上等を目的に研修会を開催しています。また、本町独自の取組みとして、地域包括支援セン

ターによる本町内の医療・介護関係者を対象とした研修会も開催しています。今後も継続して開

催していきます。 

 

（５）在宅医療・介護に関する相談体制の構築 

  住民等による在宅医療・介護に関する相談体制として、地域包括支援センターを窓口に、田川

医師会に設置している在宅医療・介護を推進する拠点である「在宅医療・介護支援センター」と

連携して対応しています。今後も連携を密にして相談支援を行っていきます。 

 

（６）在宅医療・介護に関する住民への普及啓発 

  在宅医療・介護に関する住民への普及啓発として、通いの場を通じた勉強会の開催や、広報誌

等による事業の周知を行っていきます。 
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３ 認知症施策の推進 

国の推計によると、認知症高齢者の数は２０２５（令和７）年には約７００万人、６５歳以上

の約５人に１人が発症すると見込まれています。 

それに伴い、令和５年６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しまし

た。本法律は、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格

と個性を尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的とした法

律です。 

この法律に基づき、包括的支援事業に位置付けられた「認知症総合支援事業」の取組等により、

認知症の本人やその家族の意見を反映しながら施策の推進を行っていきます。 

 

（１）認知症地域推進員による施策の推進 

認知症地域支援推進員（以下「推進員」という。）は、２０１８（平成３０）年度からすべての

市町村に配置され、各市町村が進めている認知症施策の推進役、そして地域における認知症の人

の医療・介護等の支援ネットワーク構築の要役として、地域の特徴や課題に応じた活動を展開し

ています。本町では、地域包括支援センターに２名配置しており、推進員を中心とした施策の取

組みを行っていきます。 

 

（２）認知症への正しい知識と理解を深めるための普及・啓発 

  ①認知症サポーター養成講座 

   本町では、認知症に関する正しい知識と理解に対する講座を受けた「認知症サポーター」の

養成を行っています。令和５年１２月末現在までに養成講座を６７回開催し、延べ１，８２９

人養成しており、今後も住民や事業者など幅広く、認知症に関する正しい知識と理解を普及さ

せていきます。 

 

  ②チームオレンジの設置 

   認知症サポーター養成講座を修了した者のうち、ステップアップ講座を受講したサポーター

等で構成された支援チームである「チームオレンジ」を設置し、認知症の人やその家族の支援

ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みを構築します。 

   国の方針では令和７年までに全市町村でのチームオレンジ等の整備が掲げられており、本町

では現在１チーム設置しています。今後もチーム数の増加に向けた取組みを推進していきます。 

 

  ③高齢者疑似体験授業 

   町内の小学校４年生と中学校１年生を対象に、車椅子体験やアイマスク体験、認知症サポー

ター養成講座等を行う高齢者疑似体験授業を平成２７年度から行っています。高齢社会の現状

や認知症の人を含む高齢者への理解を深めてもらうことや、医療・介護分野の仕事への興味関

心をもってもらうことを目的に、今後も内容を検討し、継続していきます。 
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（３）認知症の容体に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

  ①認知症ケアパスの作成 

認知症の本人やその家族が認知症と思われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのよ

うな支援を受ければよいか理解できるよう、状態に応じた適切な医療や介護サービス等の提供

の流れを示した「認知症ケアパス」を作成し、広く住民や関係者に公表しています。今後は認

知症の当事者やその家族の意見を反映したものに更新していき、内容の更なる充実を図ってい

きます。 

 

  ②認知症初期集中支援チームの設置 

   国は、医療・介護の専門職が家族の相談等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその

家族を訪問し、必要な医療や介護の導入・調整、家族支援などの初期支援を包括的、集中的に

行う「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。 

本町では、認知症に対する専門的な医療が提供できるとして福岡県から指定を受けている「福

岡県認知症医療センター」に、平成２８年７月より認知症初期集中支援チームの業務を委託し

ています。今後も認知症初期集中支援チームを中心に、地域包括支援センターや地域の医療機

関、介護事業所等と連携して、認知症の初期段階における適時・適切な医療・介護等の提供に

努めます。 

 

（４）認知症の本人・その家族への支援 

  ①川崎町高齢者等見守りネットワーク事業 

  本町では、平成２０年度から高齢者独居世帯等を対象に「川崎町高齢者等見守りネットワー

ク」が設立されており、高齢者の見守り活動や認知症高齢者の徘徊対策等に取り組んでいます。 

福岡県が実施している各家庭を訪問する機会が多い事業者が異変を察知した場合に市町村や

警察等に通報する「見守りネットふくおか」等も活用しながら、今後も認知症等による徘徊行

方不明者の迅速発見と事件・事故の未然防止に努めます。 

 

  ②若年性認知症対策の推進 

   ６５歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」と呼び、その患者数は全国で約４万人近く

いると言われています。若年性認知症の方は、現役世代であるため、仕事、育児、病気の進行

の早さ等の問題を抱えており、認知症の高齢者とは異なる支援が必要となってきます。 

本町では、福岡県が作成している若年性認知症の相談窓口や支援のための制度が掲載された

「若年性認知症ハンドブック」を窓口等で配布しています。 

また、福岡県が設置している「若年性認知症サポートセンター」と地域包括支援センターが

連携し、若年性認知症の本人やその家族からの相談にも適切な支援につながるよう対応してい

きます。 
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  ③認知症カフェの設置  

認知症の本人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う

「認知症カフェ」の設置を推進します。現在、本町では、安宅地区に「あいたかカフェ」の名

称で認知症カフェを設置しています。認知症地域支援推進員との勉強会や地域交流を通じて、

認知症の本人やその家族を支える地域づくりに取組んでいます。今後は、認知症カフェの設置

数を増やすことを推進していきます。 

 

  ④認知症相談会の開催 

認知症地域支援推進員による認知症相談会を毎月１回開催しています。今後も継続していき、

住民への周知も併せて継続していきます。 

 

４ 高齢者の住まいの安定的な確保 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、その生活に適した「住まい」が必要です。新

しい住宅セーフティネット法として、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律」が一部改正され、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特

に配慮を要する方に対し、賃貸住宅の供給の促進等を図ることとされていることから、住まいに関

する相談窓口の充実と本町の住宅等の住まいにおける関係部署との連携により支援の充実を図りま

す。 

また、介護保険サービスによる入所型のサービスや、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅等も自宅以外の高齢者の「住まい」としての役割を果たしていることから、需要と供給を勘案

しつつ、福岡県や福岡県介護保険広域連合とも連携しながら計画的な整備に努めます。 

 さらに、高齢化の進展に伴い、生活困窮及び社会的孤立の問題等が顕在化しており、今後、介護

ニーズ以外の面で生活の問題を抱える高齢者が増加することが見込まれる中で、養護老人ホームの

果たすべき役割は重要性を増しています。 

 本町では、町内に「川崎町立愛光園老人ホーム」を設置しており、今後も住民に対する周知を行

うとともに、適切な措置運営を行っていきます。 

 

５ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性向上の推進 

団塊の世代のすべてが７５歳以上となる２０２５年を見据え、介護人材が不足することが見込ま

れており、地域での支え合いがより一層求められる社会となります。本町では、国・県・福岡県介

護保険広域連合との情報共有や連携により、地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現

場の生産性の向上に努めます。 

 

（１）介護人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進 

  本町では、町内の介護サービス事業者に対して県等が実施する研修や基金を活用した介護ロボ
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ット導入支援事業、介護現場における業務仕分け（文書に係る負担軽減）等に活用するＩＣＴに

関する周知を行っていきます。併せて外国人介護人材が国内の介護現場において、円滑に就労・

定着できるようにするため、県が実施する「外国人介護職員介護技能等向上研修」等の研修につ

いても周知を行います。 

また、処遇改善加算等の取得促進に向けた周知について、福岡県介護保険広域連合と連携して

実施していきます。 

さらに、高齢社会の現状や高齢者に対する理解を子どものころから深め、将来の進路として介

護分野に関心が持てるよう、子ども達を育む事業の実施について、関係機関・団体と調整します。 

 

（２）生活支援体制整備事業における協議体の活用 

支え手の人材不足の解決策の１つに、生活支援体制整備事業における協議体の機能として、住

民同士の助けあいにより解決できる仕組みづくりや、元気な高齢者が支え手側になり活躍できる

場を作っていくこと、企業等も含めた様々な地域の強みをつなげることで課題解決の新しい支援

策を生み出す効果が期待できます。 

 今後は、生活支援コーディネーターが町内の各地域に積極的に出向くことで町の現状分析や課

題把握を行っていき、協議体において地域を支え合うための支援策を検討していきます。 
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第 2章【基本目標 2】介護予防・生活支援の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

平成２７年度の介護保険制度改正では、２０２５年に「団塊の世代」が７５歳を迎えるなど高

齢化が進展していく中、要支援認定者等の高齢者の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えてい

くため、予防給付の訪問介護と通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、住民

等の多様な主体によるサービス提供等により市町村が効果的・効率的に実施することができる「介

護予防・日常生活支援総合事業」（以下、「総合事業」という。）へと移行することとされました。

この総合事業は、要支援認定者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」

と、すべての高齢者に対して介護予防の啓発等を行う「一般介護予防事業」で構成されています。

なお、サービスの内容や利用料、サービス提供主体等は市町村が決定する仕組みとなっています 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

本町では、介護予防・生活支援サービス事業として、現行の予防訪問介護相当の訪問型サービ

スと現行の予防通所介護相当の通所型サービスを実施しています。 

また、それらの利用者に対して、介護予防ケアマネジメントといわれる、地域包括支援センタ

ーが状況をふまえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要な

サービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んで行けるよう具体的に介護予防・生活支援サ

ービス事業等の利用について検討した計画を作成しています。  

今後は、より多様なニーズに対応したメニューの必要性が予想されることから、家事援助のみ

が必要な方向けの訪問型サービスや、身体介護が不要な方向けの通所型サービスの実施に向けて

地域包括支援センター等の関係機関と調整していきます。 

 

（２）一般介護予防事業 

①介護予防把握事業 

本事業は、地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を

要する者を把握し、介護予防活動へつなげるという取り組みで、高齢者の生活の実態を把握する

ことで介護予防機能を強化することを目的としています。 

本町では、福岡県介護保険広域連合が実施する「高齢者生活アンケート」の結果や、地域包括

支援センターの総合相談から地域の実情を把握しています。 

また、庁内における医療、企画等の関係部署との連携による把握をすすめ、データ分析を通じ

た把握も行い、PDCAサイクルによる効率的・効果的な施策の展開に努めています。今後も事業

を継続していきます。 
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②介護予防普及啓発事業 

本事業は、住民に介護予防の基本的な知識や大切さを普及させるため、パンフレットの配布や、

介護予防教室の開催、地域における自主的な介護予防のための活動支援等を行うものです。 

  

ア 地域いきいきお出かけサロン 

   地域いきいきお出かけサロンは、外出による他者とのふれあいや買い物などの生活活動を通

じて、閉じこもり予防を促し、自身の健康や介護予防に努めてもらうことを目的としています。 

   自宅付近への送迎と、介護予防に資する運動等を組み合わせた事業であり、今後も継続して

いきます。 

 

  イ 地域いきいき健幸サロン 

   地域いきいき健幸サロンは、社会教育課が主管である公民館活動を通じて、公民館等を拠点

とした高齢者の自主的な介護予防の通い場を普及させる事業です。 

   本町の健康施策を担う部署と多課連携して取り組んでおり、今後も継続していきます。 

 

③地域介護予防活動支援事業 

本事業は、高齢者が身近な場所で気軽に集える居場所づくりを推進するため、ボランティアや

任意団体及び住民が自主的に実施する活動等の支援を行う事業です。 

  

ア 川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金 

   川崎町高齢者等見守りネットワークに登録のある住民団体に対して、その運営等に必要な費

用の補助を行うものです。今後も継続していきます。 

 

  イ 地域いきいき活動支援補助金 

   公民館等の通いの場を拠点に、地域住民が主体となり継続的に行う介護予防や相互扶助につ

ながる活動に対して、その運営等に必要な費用の補助を行うものです。今後も継続していきま

す。 

 

④一般介護予防事業評価事業 

本事業は、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防

事業を含め地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価に基づき事業全体の改善を図

ることを目的として実施しているものです。 

本町では、介護予防把握事業と同様に庁内における医療、企画等の関係部署と連携し、データ

分析による評価を行っており、今後も継続していきます。 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

地域リハビリテーション活動支援事業とは、地域における介護予防を機能強化するために、地
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域ケア会議や住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進することを目

的とした事業です。 

本町では、地域ケア会議の「個別ケース会議」において作業療法士が参加し、リハビリテーシ

ョンの観点から助言を受けています。今後は、本事業を通じた通いの場等におけるリハビリテー

ション専門職の関与や、介護予防に資する取組みを企画する際などに事業の活用を検討していき

ます。 

 

２ その他の生活支援サービスの展開 

（１）家族介護用品給付事業 

介護保険制度の要介護４・５の認定を受けている高齢者を在宅で介護している家族を対象に、

経済的負担を軽減することを目的として、毎月、紙おむつ等を対象とした５，０００円分の「家

族介護用品給付券」を支給する事業です。今後も事業の継続と周知を行います。 

 

（２）配食サービス見守りネットワーク事業 

安否確認や栄養改善が必要な在宅の高齢者等を対象に、指定日の夕食として、手渡しによる配

食サービスの提供を行う事業です。配食サービスを提供することによって、自立した生活の継続

と質の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担を軽減することも目的としています。

今後も事業の継続と周知を行います。 

 

（３）緊急通報システム事業 

心疾患や脳血管疾患等の疾病により、体調悪化等による緊急時の対応に支援が必要な一人暮ら

し高齢者等を対象に、緊急通報等の管理を行う機関へつながる緊急通報装置の貸与を行う事業で

す。緊急時の迅速かつ適切な対応と安全を確保することを目的としており、今後も事業の継続と

周知を行います。 
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第 3章【基本目標 3】生きがいづくりや社会参加の促進 

１ 生きがいづくり活動の推進 

高齢者が心身ともに健康に、かつ充実した生活を送るためには、生きがいづくりが大切です。 

本町では、従来から公民館等での生涯学習活動や生涯スポーツ・レクリエーション事業に取り

組んできましたが、平成２８年度からは介護予防や健康づくりとあわせた生きがいづくり活動の

一環として、「健康ポイント制度」を実施しています。 

これらの生きがいづくり活動については、今後も地域の関係団体等と連携しながら、その推進

に向けて取り組んでいきます。 

 

（１）健康ポイント制度 

平成２８年度から実施している「健康ポイント制度」は健康づくりに関する事業の参加者への

ポイントサービスにより、健康への関心を持って保健事業に参画していただき、健診（検診）等

の受診率向上を促すとともに、町民の健康意識の高揚と町民の医療費削減を図る事業です。登録

者数は年々増えており、今後も事業の推進を図ります。 

 

（２）生涯スポーツ・レクリエーション事業 

高齢者が気軽に参加できる健康体操教室やレクリエーション教室の実施、競技としての楽しみ

が得られる福岡県ねんりんスポーツ・文化祭への参加促進、スポーツに精通した団体である川崎

町体育協会や各種競技団体と連携した取組等により、体力や年齢に応じたスポーツ・レクリエー

ションに参加できる機会の充実に努めます。 

また、子どもの頃からスポーツに親しむ環境づくり、スポーツ関係団体との連携に取り組みま

す。 

 

２ 社会参加の促進 

高齢者がそれまで培った経験や知識等を活かし、就労することや地域活動の担い手として活動

することは、自身の生きがいづくりだけではなく、人口減少と少子高齢化が進む地域社会におい

ては労働力の確保や維持発展のため必要不可欠です。 

本町では、このような高齢者の社会参加促進の一環として、シルバー人材センター等の活動支

援に取り組んでおり、今後もこれらの関係団体への支援に努めます。 

今後の生活支援サービスには住民等による多様なサービス提供体制を構築することが必要とさ

れており、元気な高齢者がサービスの担い手として活動していただくなど、さまざまな場面での

高齢者の社会参加を促進していきます。 
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（１）シニアクラブ（老人クラブ）活動への活動支援 

地域における清掃活動や閉じこもり・孤立化を防ぐための訪問活動等の奉仕活動に励み、高齢

者向けのスポーツによる健康づくり活動を行っているシニアクラブは、高齢者の社会参加及び生

きがいづくりにおいて、大変重要な存在です。 

また、少子高齢社会が本格化し、高齢者同士の助け合いがますます必要になってくる中、その

役割の一部を担うことができる存在でもあります。 

本町では、各シニアクラブに対して、補助金の交付による活動支援を行っており、今後も継続

していきます。 

なお、本町では「川崎町老人クラブ連合会」から「川崎町シニアクラブ連合会」への名称変更に

伴い、シニアクラブと記載しています。 

 

（２）高齢者の就労促進 

高齢者の就労は、経験と能力、技能を有効活用することにより高齢者の社会参加を促進し、高

齢者の生きがいづくり、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化にもつながります。 

本町では田川市郡の他の市町村と協定し、田川地区シルバー人材センターに補助金を交付する

ことにより、就労の機会を組織的に提供する助成をしています。高齢者の雇用対策は今後も重要

な課題であるため、センターへの補助金交付等による支援を継続していきます。 
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第 4章【基本目標 4】高齢者の権利擁護の推進 

一人暮らし等の高齢者世帯や認知症高齢者の増加に伴い、高齢者の虐待や財産をめぐるトラブル、

いわゆるオレオレ詐欺等の消費者被害の問題など、高齢者の権利に関する問題が深刻化しています。 

本町では、地域包括支援センターの「権利擁護事業」として、社会福祉士を中心に高齢者虐待へ

の対応や「成年後見制度」等の関連制度についての相談・助言、消費者被害への対応や情報提供等、

重層的な問題により支援が困難な高齢者やその家族への支援に取組んでいます。 

 

１ 高齢者虐待防止対策の推進 

（１）高齢者虐待防止に係る周知・啓発の推進 

高齢者に対する虐待の早期発見・対応に向け、本町の各相談窓口のほか、地域包括支援センターの

相談窓口など相談支援体制の充実に引き続き努めます。また、広報誌等による高齢者虐待防止の周知

に努めるとともに、町内の医療機関や介護事業者に対しても研修の開催等を行っていきます。 

 

（２）高齢者虐待対応に伴う適切な措置の行使 

  高齢者虐待による通報等があった場合に、通報等の内容や事実確認によって高齢者の生命又は身体

に重大な危険が生じているおそれがあると認められるなど、高齢者に対する養護者による高齢者虐待

の防止及び当該高齢者の保護を図るうえで必要がある場合は、適切に老人福祉法の規定に基づく養護

老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置等を行使していきます。 

 

２ 権利擁護に係る支援の推進 

（１）成年後見人制度利用支援助成金 

身寄りがなく判断能力等に支障がある高齢者等で、町長が親族等に代わり成年後見制度の申立てを

行う場合に、その要する費用及び後見人等に対する報酬について助成を行う事業です。 

今後も認知症高齢者等の成年後見人制度を必要とする者の割合が増加することが予想されるため、

事業の継続と周知・徹底を行います。 

 

（２）成年後見制度利用促進 

  成年後見制度のさらなる利用を促進するため、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平

成２８年に施行されました。 

  これに伴い、町の役割として、広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援

機能の４つの機能を備えた「中核機関」の設置を段階的・計画的に整備すること。 

 中核機関を事務局として、本人や後見人、それらの支援に関わる関係者に対し法律・福祉の専

門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各
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専門職団体や各関係機関が自発的に協力する体制づくりを進める「協議会」の設置を行うこと。

成年後見制度利用促進に係る町の計画を作成することが求められています。 

本町でも成年後見制度に関わる関係課と連携し、これらの整備等に向けた取り組みを行います。 

 

（３）日常生活自立支援事業の利用促進 

  日常生活自立支援事業とは、川崎町社会福祉協議会が行う金銭管理等に支援が必要な高齢者等に

対して、福祉サービスの利用援助・日常金銭管理サービス等の援助を行う事業です。 

  今後は事業の需要も高まることが予想されることから、川崎町社会福祉協議会と連携して事業の周

知を積極的に行い、利用促進につなげていきます。 

 

（４）防犯対策に向けた取組 

  一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯割合が増加し、相談できる家族が身近にいないことから、消

費者被害や振込め詐欺などの事件に巻き込まれる高齢者の増加が予想されます。 

消費者トラブルの事例等を広報誌やホームページ等を活用した積極的な啓発活動により、消費

生活の基礎知識の普及や消費者被害の未然防止につながる情報提供を行います。 

また、町内において詐欺と思われる不審な電話等の発生を把握した場合は、速やかに本町の公

式ＬＩＮＥアカウントや防災無線等を通じて周知を行っていきます。 

民生委員や地域包括支援センター、川崎町高齢者等見守りネットワーク、消費生活センター、

警察等と連携し、高齢者被害の防止に向けて取り組みます。 
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第 5章【基本目標 5】高齢者の災害・感染症対策に係る体制整備 

近年の新型コロナウイルス感染症の流行や災害発生状況等を鑑み、支援を必要とする高齢者等の

生命又は身体の安全確保を図るため、医療機関や介護サービス事業所等と連携した対策への備えが

重要となっています。 

また、災害や感染症等が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制とし

て、介護サービス事業者の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定、研修や訓練の実施等が介護サービス事

業所等に義務付けられています。 

 

１ 災害対策に係る整備 

本町では主管課である防災管財課を中心として、避難行動要支援者に対して迅速な避難行動支援

が行えるように関係課と連携して避難支援体制の充実を図ります。 

 

（１）避難行動要支援者名簿の作成 

  平成２３年の東日本大震災の教訓から、大規模災害発生時の対策として避難行動要支援者（自

ら避難することが困難で、迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する高齢者や障がい者等）

名簿の作成が市町村の義務とされました。 

本町では、避難行動要支援者等の要配慮者が適切な避難行動をとることができるよう、避難行

動要支援者名簿を作成しています。今後も避難支援体制の充実を図るために、定期的な更新作業

を行っていきます。 

 

（２）避難行動要支援者における個別避難計画の作成 

  避難行動要支援者の災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、避難行動要支援者

について、どのような避難行動をとればよいのかまとめた個別避難計画を作成することが市町村

の努力義務とされました。本町でも防災管財課と関係課が連携し、個別避難計画の作成に取り組

んでいきます。 

 

２ 感染症対策に係る整備 

本町では、健康づくり課を中心として、町民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある新

たな感染症が発生した際、機動的かつ実効性のある対策を講じられるように関係課と連携して体制

の充実を図ります。  

 

（１）感染症対策に関する普及啓発 

平時から高齢者をはじめ、地域住民に対する感染症対策を普及啓発するため、ホームページや

広報紙への掲載、チラシ配布等による手指衛生等の基本的な感染対策の情報発信を実施します。 
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（２）介護事業所等との連携 

今後、新たな感染症が発生し、蔓延した場合においても、継続して在宅サービスの提供ができ

るよう、国が示す「介護現場における感染対策の手引き」等のマニュアルを関係団体・事業者等

に周知し、その活用を推進します。 

また、介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修や感染症の専門家による実地研修

など、感染症対策に関する各種研修等が開催される場合は、事業所等への周知を図ります。 

 

（３）フレイル予防の取り組み 

感染拡大防止策として外出制限・外出自粛となった場合においても、高齢者が活動量の低下に

よりフレイル（虚弱）とならないよう、感染対策を講じながらの事業の実施や自宅で気軽にでき

る運動の紹介など、外出制限・外出自粛にも対応したフレイル予防の取り組みを実施します。 

 

３ 業務継続計画（ＢＣＰ）に係る支援 

介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が

発生した場合であっても、必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。令和３

年度介護報酬改定において、介護事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が義務付けられる

とともに、従業者に対する業務継続計画（ＢＣＰ）の周知、並びに研修及び訓練を定期的に実施す

ることが義務付けられました。 

本町では、業務継続計画（ＢＣＰ）がより実効性のあるもとして運用してもらうため、研修等の

開催や、国及び県からの情報を周知していきます。 
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第 6章 介護保険事業量等の見込み 

１ 将来人口及び要介護等認定者数の推計 

（１）将来人口の推計 

本町の総人口は、第１０次計画期間（令和６年度～８年度）に１５，０００人台を下回る見込

みです。その後も減少傾向が続きますが、後期高齢者の割合は増加傾向にあります。 

  令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 

 総人口 （A) １５，０１８  １４，６９８  １４，３８５  １３，１０５  

４０～６４歳人口 （B） ４，５２８  ４，４４８  ４，３５５  ４，０２９ 

   比率 B/A ３０．２％ ３０．３％ ３０．３％ ３０．７％ 

  高齢者人口 （C） ５，９８５  ５，９１２  ５，８２６  ５，３６７ 

   比率 C/A ３９．９％ ４０．２％ ４０．５％ ４１．０％ 

  前期高齢者人口 （D） ２，７０８  ２，５８４  ２，４２４  １，９０６  

   比率 D/A １８．０％ １７．６％ １６．９％ １４．５％ 

  後期高齢者人口 （E） ３，２７７  ３，３２８  ３，４０２ ３，４６１ 

   比率 E/A ２１．８％ ２２．６％ ２３．６％ ２６．４％ 

  

資料：福岡県介護保険広域連合 
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（２）要介護等認定者数の推計 

第１０次計画期間（令和６年度～８年度）における川崎町の要支援・要介護認定者数の推計に

大きな変化は見られませんが、６５歳以上人口における割合を見ると認定者率は増加傾向にあり

ます。 

  令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 1２年度 

要支援 １ ３１９  ３２０  ３２０  ３１７  

要支援 ２ １９１  １９２  １９３  １８８ 

要介護 １ ３０８  ３０３  ３０３  ３０８ 

要介護 ２ １９８  １９４  １９３  １９７  

要介護 ３ １９８  ２００   １９９  １９５  

要介護 ４ ２１２  ２１６  ２１８  ２２０  

要介護 ５ ９８  ９９  １００  １００  

計 １，５２４  １，５２４  １，５２６  １，５２５ 

６５歳以上人口 ５，９８５ ５，９１２ ５，８２６ ５，３６７ 

要介護等認定者率 ２５．５％ ２５．８％ ２６．２％ ２８．４％ 

 

 

資料：福岡県介護保険広域連合 
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２ 介護サービス量の見込み 

（１） 施設・居住系サービス 

 

①基盤整備の方針 

 川崎町は、福岡県介護保険広域連合に加入して介護保険事業の運営を行っています。 

第１０次計画期間においては、町民のニーズを勘案しつつ、福岡県介護保険広域連合と連携

しながら計画的な整備に努めます。 

 

②サービス量の見込み（福岡県介護保険広域連合より資料提供） 

≪居宅サービス≫ 

 特定施設入居者生活介護（居宅サービス）利用者数     単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１ ３ ３ ３ ３ 

要支援２  ３  ３ ３ ３ 

要介護１ １１ １１ １１ １１ 

要介護２ ９ ９ ９ ９ 

要介護３ ９ ９ ９ ９ 

要介護４ １３ １３ １３ １３ 

要介護５ ６ ６ ６ ６ 

計 ５４ ５４ ５４  ５４ 

 

 

≪地域密着型サービス≫ 

認知症対応型生活介護（地域密着サービス）利用者     単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

地
域
密
着
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２ ２ ２ ２ ２ 

要介護１ ２５ ２５ ２５ ２５ 

要介護２ １７ １７ １７ １７ 

要介護３ １６ １６ １６ １５ 

要介護４ １５ １５ １５ １５ 

要介護５ １０ １０ １０ １０ 

計 ８５ ８５ ８５ ８４ 
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≪地域密着型サービス≫ 

地域密着型特定施設入居者生活介護利用者  単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

地
域
密
着
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２         

要介護１ １ １ １ １ 

要介護２ ０ ０ ０  ０ 

要介護３ ０ ０ ０ ０ 

要介護４ ０ ０ ０ ０ 

要介護５ ０ ０ ０ ０ 

計    １ １ １  １ 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

施
設
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２         

要介護１ ０ ０ ０ ０ 

要介護２ ０ ０ ０ ０ 

要介護３ ０ ０ ０ ０ 

要介護４ ０ ０ ０ ０ 

要介護５    ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ 

 

≪施設サービス≫ 

介護老人福祉施設  単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

施
設
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２         

要介護１ ９ ９ ９ ９ 

要介護２ １３ １３ １３ １３ 

要介護３ ３５ ３５ ３５  ３５ 

要介護４ ６５ ６６ ６６ ６７ 

要介護５ ２４ ２４ ２４ ２４ 

計  １４６ １４７ １４７ １４８ 

 

 



◇各論◇ 

第 6章 介護保険事業量等の見込み 

 

 

31 
 

 

介護老人保健施設   単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

施
設
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２         

要介護１ ７ ７ ７  ７ 

要介護２ １４ １４ １４ １４ 

要介護３ １９ １９ １９ １８ 

要介護４ ２３ ２３ ２４ ２４ 

要介護５ ３ ３ ３ ３ 

計 ６６ ６６ ６７ ６６ 

 

 

介護医療院  単位：人/月 

    令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・・・・ 

令和 12年度 

施
設
サ
ー
ビ
ス
対
象
者 

要支援１         

要支援２         

要介護１ ０ ０ ０ ０ 

要介護２ ０ ０ ０ ０ 

要介護３ １ １ １ １ 

要介護４ ４ ４ ４ ４ 

要介護５ ５ ５ ５ ５ 

計 １０ １０ １０ １０ 
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（２）介護保険種類別サービス推計（福岡県介護保険広域連合より資料提供） 

 

介護/予防サービス     単位：人/月 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 

訪問介護 ２８４ ２８６ ２９８ ２９８ ２９５ ２９５ ２９９ 

訪問入浴介護 １０ ９ ８ ８ ８ ８ ８ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

訪問看護 １１１ １０８ １１７ １１８ １１８ １１８ １２０ 

介護予防訪問看護 ２９ ３４ ３６ ３６ ３６ ３６  ３５ 

訪問リハビリテーション １０ １３ １６ １６ １６ １６ １６ 

介護予防訪問リハビリテーション ４ ３ １ １ １ １ １ 

居宅療養管理指導 ９７ ９６ １１１ １１２ １１０ １１０ １１２ 

介護予防居宅療養管理指導 ６ ８ ７ ７ ７  ７ ７ 

通所介護 １６１ １８３ １９１ １９１ １９０  １８９ １９３ 

通所リハビリテーション ６４ ６６ ７３ ７２ ７１  ７２ ７３ 

介護予防通所リハビリテーション ６４ ５２ ４７ ４８ ４８  ４８   ４７ 

短期入所生活介護 ２３ ２４ ２５ ２５ ２５  ２５ ２６ 

介護予防短期入所生活介護 １ ０ １ １ １  １ １ 

短期入所療養介護（老健） ３ ６ ６  ６ ６ ６ ６ 

介護予防短期入所療養介護（老健） ０ ０ ０ ０  ０ ０ ０ 

短期入所療養介護（病院等） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防短期入所療養介護（病院等） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

短期入所療養介護（介護医療院） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福祉用具貸与 ３２５ ３４０ ３５８ ３５９ ３５７ ３５６ ３６２ 

介護予防福祉用具貸与 １８８ １９０ １８５ １８６ １８６ １８６ １８４ 

特定福祉用具購入費 ５ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

特定介護予防福祉用具購入費 ４ ３ ４ ４ ４ ４ ４ 

住宅改修費 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

介護予防住宅改修 ５ ４ ５ ５ ５ ５ ５ 

特定施設入居者生活介護 ５４ ５２ ４７  ４８ ４８ ４８ ４８ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ８ ７ ６ ６ ６ ６ ６ 
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地域密着型サービス    単位：人/月 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ３ ２ ２ ２ ３ ３ ３ 

夜間対応型訪問介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

地域密着型通所介護 ６０ ５４ ５５ ５５ ５５ ５４ ５６ 

認知症対応型通所介護 ７ ４ ３ ３ ３ ３ ３ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小規模多機能型居宅介護 ４３ ４３ ４１ ４２ ４４ ４５ ４５ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ５ ７ ６ ６ ６ ６ ６ 

認知症対応型共同生活介護 ８９ ８４ ８１ ８３ ８３ ８３ ８２ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ １ １ １ １ １ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

看護小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

複合型サービス（新設）       ０ ０ ０ ０ 

 

介護サービスの推移 

(施設サービス・居宅介護支援) 
   単位：人/月 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 

介護老人福祉施設 １４１ １４１ １４２ １４６ １４７ １４７ １４８ 

介護老人保健施設 ７２ ６６ ６４ ６６ ６６ ６７  ６６ 

介護医療院 ５ ４ ２ １０ １０ １０  １０ 

介護療養型医療施設 ８ ８ ８         

居宅介護支援 ４６７ ４８６ ５１２ ５１１ ５０６ ５０４ ５１４ 

介護予防支援 ２５３ ２５０ ２４６ ２４７ ２４７ ２４８ ２４５ 
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資料 

 川崎町内の保健福祉施設 

 

①保健センター 

平成１１年４月に開設され、乳幼児から高齢者までの健康づくり事業を展開する中核施設とし

て活用しています。幅広い年齢層に対し、健康に関する事業を実施し、“ 健康なまちづくり ”を

めざしています。 

各年齢層に即した事業を、関係機関との連携を図りながら運営するとともに、健康に関する相

談窓口としての認識が広がるよう、内容の充実と周知徹底に努めます。 

 

②養護老人ホーム 

養護老人ホームは、老人福祉法では６５歳以上の者を対象としていますが、本町では幅広く養

護を行うために入所対象年齢を引き下げ６０歳以上の身体上若しくは精神上又は環境上の理由及

び経済的理由により、居宅で養護を受けることができない者を対象としています。本町には、町

立施設の「川崎町立愛光園老人ホーム｣（定員５０人）が１カ所設置されています。 

 

③川崎町老人福祉センター 

  川崎町老人福祉センターは、川崎町総合福祉センター及び川崎町保健センターと合わせて「サ

ン・スクエアかわさき」の愛称で親しまれ、高齢者をはじめ、住民の保健と福祉の拠点として、

平成１１年４月に設置しました。老人福祉センターは、川崎町社会福祉協議会により運営されて

います。 

  今後も高齢者をはじめ、住民の保健福祉の拠点として位置付け、地域住民の要望を反映した事

業の展開と充実を図ります。 

 

④介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者で入浴、排せつ、食事の介助等のサービスが受

けられます。本町には、｢恵愛園」（定員５０人）、「第二恵愛園」（定員３０人）、「ライフ」（定員

４０人）が整備されています。 

 

⑤介護老人保健施設 

  病状が安定し、入院治療をする必要はない高齢者が、リハビリテーションや介護等のサービス

を受け、在宅復帰することを目標とした施設です。本町には、「恵の里」（定員８０人）が整備さ

れています。 
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⑥地域密着型施設 

  平成１８年４月介護保険制度改正により、３０人未満の介護保険適用施設については地域密着

型施設とされています。 

福岡県介護保険広域連合加入市町村内を１つの日常生活圏域として、施設の新設等にあたり審

査・認定などを加入市町村と連携のもと福岡県介護保険広域連合が実施します。 

  なお、大規模（定員３０人以上）の施設については、従前どおり福岡県が審査・認定を実施し

ます。地域密着型施設について、本町では下記の施設が整備されています。 

 

ア 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の利用者が施設に入居して、食事・排泄・入浴等の日常の支援や、機能訓練などを受

けます。 

 

○グループホーム いきいきハウス池尻 

○グループホーム あたか 

○グループホーム かがやき 

○グループホーム 秋桜 

○グループホーム 永井の里 

○グループホーム なごみの里 

○グループホーム 菜の花苑 

○グループホーム 光 

○グループホーム きずな 

 

イ 地域密着型通所介護 

利用者が施設に通って、食事・排泄・入浴等の支援や機能訓練などを受けます。定員が１８

人以下の施設です。 

 

   ○デイサービスセンター安心院 

   ○デイサービス えん萬 

  ○あったかデイサービスセンター 

   ○よねだデイサービス川崎 

 

ウ 認知症対応型通所介護 

   認知症の利用者が施設に通って、食事・排泄・入浴等の支援や機能訓練などを受けます。 

 

○なごみの里 
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エ 小規模多機能型居宅介護 

   利用者の状態や希望に応じて、通い・訪問・泊まりを組み合わせ、食事・排泄・入浴等の介

護や機能訓練を行います。 

 

○小規模多機能 川崎町笑顔の家 

○小規模多機能型居宅介護 ライフ 

○小規模多機能施設 まるや 

○多機能ホーム 日向 

 

⑦有料老人ホーム 

  高齢者を入居させ、食事の提供、介護、洗濯・掃除等の家事の供与、健康管理のうち、いずれ

かのサービス（複数も可）を提供している施設です。 

  「介護付有料老人ホーム」、「住宅型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」の３種別あり、

本町には、「介護付き有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」が整備されています。 

 

ア 介護付有料老人ホーム 

   介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護等が必要となっても、ホームが

提供する介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能です。 

本町には、現在「ハーティーマインドなぎの」（定員７０人）と「ハーティーマインドあまぎ」

（定員５２人）が整備されています。 

 

イ 住宅型有料老人ホーム 

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居

者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継

続することが可能です。 

本町では、「シニアホーム日向」（定員１２人）、「ほほえみの里 住宅型有料老人ホーム」（定

員１０人）、「あったか 住宅型有料老人ホーム」（定員１８人）が整備されています。 


